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浅
羽
本

『
日
下
部
系
図
』

の

朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て

泉

義

博

付

ふ
吋
田
育
徳
会
所
蔵
『
賀
越
闘
誇
記
』

記
』
が
公
刊
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
国
立
国
会
図
書

館
所
蔵
『
朝
倉
始
末
記
』
に
は
、
か
な
り
の
増
補

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と

く
に
後
者
巻
首
の
「
朝
倉
家
由
来
之
事
」
が
前
者

に
見
ら
れ
な
い
乙
と
か
ら
、
後
者
の
当
該
部
分
は

後
世
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

，
円
ノ
。

『
越
州
軍
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と
と
ろ
で
と
の
「
朝
倉
家
由
来
之
事
」
が
新
た

に
記
述
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
本
資
料
と 20ノ3

し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、

③
 

『
日
下
部
系
図
』
の
孝
景
(
教
景
・
敏
景
)
の
項

の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
極
め
て
詳
細
な
も

の
で
、
そ
の
作
者
が
朝
倉
氏
に
ど
く
近
い
位
置
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
こ
の
記
事
の
信
頼
度
は
ど
の
程
度

の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
原
信
之
氏
は
「
朝
倉
孝
景
(
英
林
居
士
)
に

④
 

関
す
る
研
究
」
に
お
い
て
、

ω浅
羽
本
『
系
図
』⑤

 

倒
「
朝
倉
家
由
来
之
事
」
、
同
『
宗
滴
話
記
』
、

の
三
点
の
史
料
に
見
え
る
孝
景
の
事
蹟
を
対
照
し

て
検
討
し
て
お
ら
れ
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
倒
は

凶
に
依
拠
し
て
加
筆
さ
れ
た
部
分
と
考
え
ら
れ
、

⑥
 

ま
た
附
も
『
朝
倉
宗
滴
話
記
』
に
見
え
な
い
部
分

で
、
後
世
の
加
筆
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
か
か
る

三
史
料
の
校
合
に
よ
っ
て
孝
景
の
事
蹟
を
検
討
す

る
と
い
う
手
法
は
意
味
を
持
た
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

そ
乙
で
本
稿
で
は
、
浅
羽
本
『
系
図
』
の
孝
景

の
事
蹟
に
つ
い
て
、
最
も
信
頼
度
の
高
い
古
記
録

.
古
文
書
に
基
づ
い
て
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
て

み
た
い
と
思
う
。

浅
羽
本

浅
羽
本
『
日
下
部
系
図
』
の
朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て

同

浅
羽
本
『
系
図
』
の
孝
景
の
項
の
記
事
を
整
理

し
て
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

山
教
景
、
後
敏
景
、
後
孝
景
、
小
太
郎
、
孫
右

衛
門
。

正
長
元
戊
申
卯
月
十
九
日
生
(
後
略
)
。

長
禄
二
戊
寅
十
一
月
朔
日
、
京
打
立
。

同
三
己
卯
五
月
十
三
日
、
敦
賀
迄
、
合
戦
廿

一
ケ
度
。

同
六
月
朔
日
、
北
圧
着
。

寛
正
三
(
異
本
は
一
元
)
年
二
月
廿
一
日
、
阿

波
賀
・
城
戸
口
合
戦
。

同
八
年
十
一
月
、
和
田
合
戦
(
異
本
は
な

し
)
。

文
明
三
年
八
月
廿
四
日
、
鯖
江
井
新
庄
合
戦

(
後
略
)
。

同
五
年
八
月
八
日
、
白
山
・
蓮
浦
両
所
合

戦。同
六
年
正
月
十
八
日
、
柏
山
合
戦
。

同
五
月
十
六
日
、
殿
下
・
楠
田
合
戦
(
後

略
)
。

五
月
十
五
日
、
波
着
山
井
岡
保
合
戦
、
千
福

中
書
・
増
沢
甲
斐
・
法
花
院
・
同
弟
、
討
死
。

(4) (3) (2) (6) (5) (7) (8) (9) )
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(13) 

同
四
年
七
月
廿
三
日
、
大
野
井
部
合
戦
、
二

宮
左
近
将
監
・
同
駿
河
守
、
討
死
。

応
仁
元
年
十
一
月
朔
目
、
治
部
大
夫
殿
出

張。同
二
年
七
月
十
六
日
、
本
江
、
同
十
七
日
、

清
水
山
合
戦
。

同
八
月
廿
八
日
、
志
原
合
戦
(
後
略
)
。

文
明
三
年
五
月
廿
三
(
異
本
は
廿
一
)
目
、

慈
照
院
殿
、
国
事
依
勲
、
孝
景
被
成
下
御
内

書
、
一
国
守
護
。

心
月
寺
・
固
山
軒
、
建
立
之
。

法
名
英
林
宗
雄
。

(14) U5) (17) (16) (19) U8) 

国

ま
ず
凶
の
出
生
時
日
で
あ
る
が
、
確
実
な
同
時

代
史
料
に
そ
れ
を
算
出
で
き
る
記
事
が
見
い
出
せ

な
い
の
で
、
確
か
め
る
と
と
が
で
き
な
い
。

次
に
山
の
名
前
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
教

景
が
初
名
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
敏
景
に
改
名
し
た

と
さ
れ
る
が
、
「
敏
」
は
斯
波
義
敏
か
ら
拝
領
し

た
実
名
の
一
字
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
改
名
は

義
敏
が
守
護
に
迎
え
ら
れ
た
享
徳
元
年
九
月
以
後

⑦
 

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
草
根
集
』
の
長
禄
元
年
か

ら
翌
二
年
に
か
け
て
の
記
事
で
は
、
「
日
下
部
敏

景
」
な
る
記
述
を
九
箇
所
で
見
い
出
せ
る
か
ら
、

乙
の
頃
ま
で
敏
景
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

つ
い
で
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
(
以
下
『
雑
事

記
』
と
略
す
)
』
の
長
禄
三
年
十
一
月
某
日
条
に

(
酬
と

は
、
「
朝
倉
孫
正
左
衛
門
教
景
」
と
記
さ
れ
て
い

て
、
敏
景
か
ら
再
び
教
景
に
復
し
た
こ
と
が
窺
え

る
。
斯
波
義
敏
は
、
長
禄
三
年
七
月
頃
に
西
国
へ

③
 

追
放
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
改
名
は
お
そ
ら
く

そ
φ
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
『
安
位
寺
殿
御
自
記
(
以
下
『
御
自

⑤
 

記
』
と
略
す
)
』
の
寛
正
五
年
八
月
十
日
条
で

は
、
「
朝
倉
弾
正
左
衛
門
孝
景
」
と
記
さ
れ
て
い

て
、
教
景
か
ら
孝
景
に
改
名
し
た
こ
と
が
判
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
同
年
六
月
二
十
四
日
に
、
「
朝
倉

教
影
名
字
、
於
修
正
手
水
所
釜
内
、
呪
岨
之
由
、

⑬
 

昨
日
自
学
侶
両
堂
司
ニ
仰
之
了
」
と
て
、
教
景
は

呪
阻
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
契
機
に
し
て
孝

景
と
改
名
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乙
れ
以
降

は
、
一
貫
し
て
孝
景
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
確

⑪
 

認
さ
れ
て
い
る
(
以
下
の
記
述
で
は
、
煩
を
避
け

る
た
め
に
全
て
孝
景
と
記
す
)
。
小
太
郎
・
孫
右

衛
門
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

聞
の
法
名
は
『
蔭
涼
軒
目
録
』
明
応
二
年
七
月

二
十
六
日
条
等
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
な
お
側

は
祖
父
お
よ
び
父
の
菩
提
寺
を
建
立
し
た
と
い
う

⑫
 

信
頼
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

乙
と
で
あ
る
か
ら
、

同

次
に
間
凶
間
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

長
禄
元
年
十
一
月
以
降
、
守
護
斯
波
義
敏
方
と

守
護
代
甲
斐
常
治
方
は
次
第
に
対
立
の
様
相
を
深

め
、
つ
い
に
長
禄
二
年
七
月
に
越
前
で
守
護
方
と

甲
斐
方
の
合
戦
が
勃
発
す
る
。
守
護
方
の
堀
江
利

真
は
八
月
に
越
前
へ
下
向
し
て
敦
賀
を
制
圧
し
、

守
護
方
の
勢
威
は
大
い
に
あ
が
っ
た
。
そ
こ
で
甲

斐
方
は
常
治
の
子
敏
光
が
越
前
へ
下
向
す
る
乙
と

に
な
り
、
彼
は
十
一
月
一
自
に
京
都
を
出
立
し

⑬
 

た
。
聞
は
こ
の
出
陣
に
孝
景
も
同
道
し
た
と
い
う

乙
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
日
は
正
確

で
あ
る
。
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し
か
し
、
敏
光
は
容
易
に
敦
賀
へ
進
入
で
き

ず
、
陣
を
近
江
海
津
に
置
い
て
、
守
護
方
に
何
度

か
の
攻
撃
を
試
み
て
い
た
。
翌
三
年
五
月
に
な
る

と
、
「
去
士
一
一
日
合
戦
ニ
堀
江
石
見
方
打
負
白

と
て
、
甲
斐
方
は
よ
う
や
く
守
護
方
の
城
塁
を
抜

い
て
敦
賀
を
制
圧
し
、
敏
光
は
二
十
七
日
に
海
津

か
ら
敦
賀
へ
障
を
進
め
た
の
で
あ
っ
た
。
凶
は
孝

景
が
五
月
十
三
日
の
合
戦
に
参
加
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
日
は
正
確
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

き
て
、
敦
賀
を
制
圧
し
て
後
は
甲
斐
方
の
優
勢

に
転
じ
、
つ
い
に
八
月
十
一
日
の
合
戦
で
甲
斐
方

は
全
面
的
な
勝
利
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
の
間
に

関
す
る
他
史
料
の
所
見
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、

正
確
な
記
述
と
考
え
て
ま
ず
誤
り
な
い
で
あ
ろ

ャつ。
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
間
凶
同
が
い
ず
れ
も

極
め
て
正
確
な
記
事
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
倒
的
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す

る
他
史
料
の
所
見
は
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ

の
結
論
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。
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泉

国

次
に
川
問
削
側
仰
聞
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

文
明
三
年
二
月
に
朝
倉
氏
は
「
直
奉
公
分
」
ポ

地
位
を
与
え
ら
れ
て
東
軍
に
寝
返
る
こ
と
に
な

り
、
六
月
八
日
に
京
都
に
残
留
し
て
い
た
氏
景
が

公
然
と
細
川
方
に
属
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に

越
前
に
下
向
し
て
い
た
孝
景
は
、
斯
波
義
敏
を
守

護
に
擁
立
し
て
、
西
軍
で
守
護
代
の
甲
斐
氏
一
党

に
攻
撃
を
加
え
る
。
『
雑
事
記
』
文
明
三
年
間
八

月
十
六
日
条
に
「
去
月
廿
日
余
比
、
甲
斐
・
朝
倉

合
戦
」
と
あ
る
の
が
附
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
翌
四

年
八
月
六
日
に
朝
倉
方
は
府
中
を
攻
略
し
、
つ
い

で
十
二
日
に
は
長
崎
城
を
抜
い
て
甲
斐
方
を
国
外

へ
放
逐
し
、
そ
し
て
孝
景
は
越
前
守
龍
一
伊
の
地
位

⑬
 

に
就
い
て
「
国
一
統
」
を
達
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
甲
斐
方
は
翌
五
年
七
月
十
日
頃
か
ら

再
び
越
前
へ
進
入
し
よ
う
と
図
り
、
「
八
月
八
日

⑬
 

大
合
戦
」
が
行
わ
れ
る
。
川
聞
は
こ
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
乙
で
は
「
白

山
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
日
山
(
現
在

は
樋
山
)
」
に
訂
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
続
い
て
闘
で
は
、
翌
六
年
正
月
十
八
日
に
柚

浅
羽
本
『
日
下
部
系
図
』
の
朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て

山
で
合
戦
が
展
開
し
た
‘
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

と
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。さ

て
凶
仰
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
雑
事
記
』

文
明
六
年
閏
五
月
十
五
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
。

越
前
国
ハ
甲
斐
打
入
、
於
崩
河
合
戦
、
朝
倉
方

打
勝
、
甲
斐
名
字
者
共
済
々
被
打
、
甲
斐
中
務

少
輔
被
打
了
、
平
泉
寺
衆
多
以
損
了
、

す
な
わ
ち
、
閏
五
月
以
前
に
崩
河
周
辺
で
合
戦
が

行
わ
れ
、
甲
斐
中
務
少
輔
以
下
の
多
数
の
甲
斐
方

が
敗
死
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
間
聞
に
見
え
る

地
名
は
い
ず
れ
も
崩
河
周
辺
と
看
倣
し
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
か
ら
、
右
の
記
事
が
凶

ωの
乙
と
を
指

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
闘
で
は
、
千
福
中
書
・
増
沢
甲
斐
・

法
花
院
・
同
弟
の
四
人
が
討
死
し
た
と
さ
れ
て
い

@
 

る
が
、
『
応
仁
記
』
巻
三
で
は
千
福
中
務
入
道
増

源
(
ま
た
は
千
福
増
源
)
・
甲
斐
法
花
院
と
記
さ

れ
、
ま
た
日
本
思
想
大
系
『
朝
倉
始
末
記
』
に
は

「
法
師
武
者
:
:
:
甲
斐
ノ
法
花
院
ト
名
乗
テ
・
:

・
:
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
か
ら
、
聞
の
人
名
の

読
み
方
は
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

し 『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
千
福

中
書
増
沢
・
甲
斐
法
花
院
・
同
弟
の
三
人
が
討
死

し
た
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
今
は
い
ず
れ

が
正
し
い
か
は
決
し
が
た
い
が
、
三
人
説
の
方
が

自
然
な
読
み
方
で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
附
川
間
側
聞
は
い
ず
れ

も
極
め
て
正
確
な
記
事
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
次
節
で
は
酬
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

(;¥) 

酬
で
問
題
に
な
る
の
は
「
柏
山
」
な
る
地
名
に

つ
い
て
で
あ
る
。

凶
去
月
十
八
日
、
於
越
前
国
松
山
城
合
戦
之

時
、
得
勝
利
、
舎
弟
慈
視
院
・
同
修
理
亮
以

下
、
親
類
傍
輩
被
官
人
等
抽
軍
忠
、
御
敵
数
多

討
捕
或
虜
・
・
・
・
・
・
(
中
略
)
:
・
・
・
・
委
曲
捲
川
新
右

衛
門
・
堤
三
郎
兵
衛
尉
可
申
候
、
恐
々
謹
言
。

文

明

六

二

月

五

日

貞

宗

@
 

朝
倉
弾
正
左
衛
門
殿

倒
就
去
十
八
日
、
於
柏
山
合
戦
之
儀
、
委
細

承
候
、
祝
着
至
候
、
可
然
者
共
数
輩
討
取
候

問
、
本
望
此
事
候
、
定
市
近
日
惣
国
之
御
敵

可
退
散
候
、
郡
内
之
事
、
談
易
葱
存
候
、
恐

々
謹
言
、正

月
廿
一
日

{
花
抑
影
カ
)

孝
景
(
花
押
)

⑫
 

河
端
民
部
丞
殿
御
返
報

凶
は
「
古
証
文
」
所
収
の
伊
勢
貞
宗
書
状
で
、

そ
こ
で
は
松
山
と
記
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
他
に
松

山
と
記
す
史
料
に
は
『
応
仁
記
』
が
あ
る
が
、
同

書
巻
三
は
寛
永
十
年
以
降
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る

⑧
 

の
で
、
乙
乙
で
は
検
討
対
象
か
ら
除
外
し
て
お

く
。
倒
は
孝
景
の
感
状
案
で
、
そ
乙
に
は
袖
山
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
柏
山
と
記
す
史
料
に

は
、
改
定
史
籍
集
覧
『
朝
倉
始
末
記
』
が
あ
る

が
、
第
一
節
で
述
べ
た
理
由
に
よ
っ
て
検
討
対
象

か
ら
除
外
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
山
本
元
氏
は
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
内
で

右
の
ニ
史
料
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
凶
の
異
本
三

種
に
は
す
べ
て
松
山
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
倒

は
案
文
で
あ
っ
て
、
筆
写
の
際
に
松
が
柚
に
音
一
国
き

改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
乙
と
、
の
理
由
に
よ

っ
て
、
文
明
六
年
正
月
十
八
日
の
合
戦
は
松
山
で

行
わ
れ
た
止
考
え
て
お
ら
れ
る
。
は
た
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
凶
の
異
本
三
種
を
校
合
さ

れ
た
の
は
史
料
批
判
の
初
歩
的
手
続
き
と
し
て
当

然
で
あ
る
が
、
そ
乙
で
松
山
が
確
認
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
乙
と
に
は
な

ら
な
い
。
異
本
三
種
の
原
本
が
誤
字
を
用
い
て
い

れ
ば
、
異
本
が
全
て
同
じ
誤
字
を
用
い
る
こ
と
は

充
分
に
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
倒
が
筆
写

さ
れ
た
時
に
、
松
山
が
柏
山
に
書
き
改
め
ら
れ
た

(
ま
た
は
誤
写
し
た
)
可
能
性
が
強
い
と
考
え
て

お
ら
れ
る
が
、
か
か
る
可
能
性
は
む
し
ろ
仰
に
乙

そ
想
定
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

凶
が
中
央
に
伝
存
し
、
倒
が
地
元
に
伝
存
し
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ

ば
、
越
前
の
地
理
に
明
る
い
者
が
凶
を
筆
写
す
る

際
に
、
そ
の
地
名
を
書
き
誤
る
と
い
う
と
と
は
ま

ず
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
越
前
の
地
理

に
暗
い
中
央
の
者
が
倒
を
筆
写
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
の
地
名
を
誤
写
す
る
可
能
性
は
極
め
て
高

い
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
な
い
「
柏

山
」
な
る
地
名
を
、
あ
り
ふ
れ
た
「
松
山
」
な
る

地
名
に
書
き
誤
る
こ
と
は
充
分
に
想
定
し
う
る
で

あ
ろ
う
。
以
上
の
ご
と
き
理
由
に
よ
っ
て
、
文
明

六
年
正
月
十
八
日
の
合
戦
は
柏
山
で
行
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
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当
寺
之
事
、
為
祈
願
所
、
寺
領
等
不
可
有
相
違

上
者
、
精
誠
之
可
被
致
祈
祷
状
、
如
件
。

文
明
六
年
三
月
廿
五
日
氏
景
(
花
押
影
)

⑧
 

洞
春
院

右
は
、
柏
山
に
あ
っ
た
澗
春
院
に
対
す
る
氏
景

の
寺
領
安
堵
状
案
で
あ
っ
両
そ
れ
が
文
明
六
年

三
月
二
十
五
日
に
発
給
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
年
正
月
十
八
日
の
柏
山
合

戦
で
朝
倉
方
が
勝
利
を
納
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
氏

景
が
右
の
安
堵
状
を
発
給
し
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
。
乙
れ
に
よ
っ
て
も
仰
の
「
柏
山
合

戦
」
が
正
し
い
乙
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。

同

47 

次
に
聞
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

前
節
ま
で
に
検
討
し
た
悶

t
聞
は
い
ず
れ
も
正

確
な
記
誌
と
考
え
ら
れ
(
附
間
は
留
保
)
、
そ
れ

ら
は
時
間
的
推
移
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
仰
に
至
っ
て
突
然
に
日
付
が
遡
っ

て
お
り
、
い
か
に
も
奇
異
で
あ
る
。
一
般
的
に
系

図
類
の
記
事
は
時
間
的
推
移
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ

泉

る
の
が
普
通
と
思
わ
れ
、
そ
の
日
付
に
従
う
な
ら

ば
聞
は
附
と
倒
の
聞
に
挿
入
さ
れ
て
、
し
か
る
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ

う
な
配
列
順
序
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

考
え
ら
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
日
お
よ
び
そ

れ
以
下
が
後
世
の
加
筆
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、

倒
以
下
の
配
列
自
体
は
正
し
い
が
、
そ
の
日
付
が

後
世
に
誤
写
、
ま
た
は
改
変
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
前
節
ま
で
の
検

討
に
よ
っ
て
、
山

t
間
お
よ
び
側
側
の
記
事
は
い

ず
れ
も
信
頼
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
解
に
依
拠
す
れ
ば
、
日

以
下
が
全
て
後
世
の
加
筆
に
か
か
る
も
の
と
考
え

る
に
は
及
ば
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
先
に
述
べ
た

理
由
の
二
番
目
、
す
な
わ
ち
そ
の
事
件
内
容
・
配

列
順
序
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
日
付
は
後

世
に
改
変
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
間
以
下
の
日
付
は
い
ず
れ
も

聞
の
文
明
六
年
以
降
の
も
の
に
訂
正
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

浅
羽
本
『
日
下
部
系
図
』
の
朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て

大
野
郡
内
庄
林
小
林
寺
領
一
諜
…
都
世
間
制
分
事

任
昨
日
御
奉
書
旨
、
可
被
全
寺
務
之
状
、
如
件
、

文
明
九七

月

十

四

日

光

玖

(

花

押

)

@
 

洞
雲
寺

右
は
、
文
明
九
年
七
月
十
四
日
に
慈
視
院
光
玖

が
発
給
し
た
小
林
寺
領
安
堵
状
で
、
宛
名
の
洞
雲

寺
は
小
林
寺
の
本
寺
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
の
光
玖

@
 

に
つ
い
て
は
『
真
盛
上
人
往
生
伝
記
』
に
「
越
前

建
仁
寺
僧

国
大
野
郡
代
慈
視
院
詳
光
玖
朝
倉
霜
台
英
林
舎
弟
也

」
と
あ
る
か
ら
、
大
野
郡
代
と
し
て
右
の
安
堵
状

を
発
給
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
文
言
に

「
大
野
郡
内
圧
林
」
と
特
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の

も
、
か
か
る
地
位
に
基
づ
く
表
現
な
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
「
任
昨
日
御
奉
書
旨
」
と
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
郡
代
光
玖
は
奉
書
に
添
え
て
右
の
文
書

を
発
給
し
た
と
い
う
乙
と
で
、
そ
の
奉
書
と
は
守

護
斯
波
義
敏
の
命
を
奉
じ
て
守
護
代
朝
倉
孝
景
が

発
給
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
「
昨
日
御
奉
書
」
で
あ
る
が
、
文
明

十
三
年
十
二
月
十
六
日
の
朝
倉
氏
景
寺
領
安
堵
奉

⑧
 

書
に
は
「
任
去
文
明
九
年
七
月
十
三
日
奉
書
之
旨
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泉

浅
羽
本
『
日
下
部
系
図
』
の
朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て

48 

」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
洞
雲
寺
に
対

し
て
朝
倉
氏
が
最
初
に
発
給
し
た
寺
領
安
堵
状
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
九

年
七
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
朝
倉
氏
の
支
配
権
力

が
洞
雲
寺
に
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
り
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
以
前
は
甲
斐
方
が
大
野

郡
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

勢
力
を
駆
逐
し
て
朝
倉
氏
が
大
野
郡
を
制
圧
し
た

の
が
、
文
明
九
年
七
月
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
記
述
し

た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
聞
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
推
測
に
基
づ
け
ば
、
聞
の
日
付
は
「
同

九
年
七
月
廿
三
日
:
:
:
」
に
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
と
の
訂
正
後
の
日
付

を
も
'
っ
て
す
れ
ば
、
闘
が
聞
の
次
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
は
な
ん
ら
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(i、

次
に
日
間
闘
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

前
節
の
検
討
に
よ
っ
て
聞
は
文
明
九
年
の
こ
と

と
推
測
さ
れ
た
。
も
し
、
こ
の
推
測
が
妥
当
し
、

か
つ
間
以
下
の
配
列
順
序
が
正
し
い
と
す
る
な
ら

ば
、
回
以
下
の
臼
付
は
い
ず
れ
も
文
明
九
年
以
降

の
も
の
に
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ

，っ。
そ
乙
で
ま
ず
凶
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
乙
に

岳山也

見
え
る
治
部
大
夫
と
は
誰
の
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。

越
前
に
関
係
す
る
人
物
で
治
部
大
輔
の
官
途
を
も

っ
者
と
し
て
は
、
守
護
斯
波
氏
以
外
に
は
ま
ず
考

え
に
く
い
。
そ
し
て
、
十
五
世
紀
中
期
に
生
存
し

て
い
た
の
は
斯
波
義
敏
・
義
廉
・
義
良
の
三
人
で

あ
る
か
ら
、
乙
の
三
人
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
よ

い
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
に
義
敏
で
あ
る
が
、
彼
は
治
部
大
輔
に

任
ぜ
ら
れ
た
徴
証
が
な
く
、
享
徳
元
年
九
月
に
家

督
を
継
承
し
た
時
に
す
で
に
左
兵
衛
佐
に
任
ぜ
ら

@
 

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
該
当
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
次
に
義
廉
で
あ
る
が
、
彼
は
応
仁
元

年
五
月
一
日
に
左
兵
衛
佐
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
こ
れ
も
該
当
し
そ
う
に
な
い
。
つ
い
で
義
良

で
あ
る
が
、
彼
は
文
明
四
年
十
二
月
二
十
日
に
元

服
し
て
治
部
大
輔
の
官
途
を
与
え
ら
れ
、
降
っ
て

文
明
十
七
年
四
月
七
日
に
左
兵
衛
佐
に
任
ぜ
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
文
明
四
年
十
二
月

t
十
七
年
四
月

J 

の
間
に
お
け
る
治
部
大
輔
と
は
義
良
の
こ
と
と
い

う
乙
と
に
な
る
。

義
良
に
関
し
て
は
『
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
十

一
月
二
十
七
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

越
前
国
合
戦
ハ
、
去
朔
日
豊
原
寺
へ
義
敏
息
・

甲
斐
入
部
、
朝
倉
方
法
師
白
焼
了
、
甲
千
計
入

部
云
々
、
四
日
・
五
日
比
、
二
宮
以
下
平
泉
寺

ニ
入
部
、
同
朝
倉
方
法
師
自
焼
了
、
於
細
呂
宜

合
戦
有
之
問
、
成
野
了
、
自
余
郷
々
ハ
河
口
・

坪
江
無
大
事
云
々
、

す
な
わ
ち
、
文
明
十
一
年
十
一
月
一
日
に
義
良
と

甲
斐
氏
が
豊
原
寺
へ
入
部
し
、
ま
た
四
・
五
日
頃

に
は
二
宮
氏
ら
が
平
泉
寺
へ
入
部
し
て
、
細
呂
宜

郷
で
義
良
方
と
朝
倉
方
の
合
戦
が
展
開
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
乙
の
記
事
に
見
え
る
義
良
侵
入
乙

そ
が
、
凶
の
「
治
部
大
夫
殿
出
張
」
に
相
当
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

M
M

の
「
十
一
月
朔
日
」
の
日

付
が
、
右
の
記
事
の
時
日
と
一
致
す
る
と
い
う
点

に
よ
っ
て
も
、
か
か
る
推
測
の
妥
当
で
あ
る
こ
と

が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
り
と
す
る
な
ら
ば
、

凶
は
「
文
明
十
一
年
十
一
月
朔
日
:
:
:
」
と
訂
正

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
年

号
は
十
二
年
間
週
ら
せ
で
あ
る
乙
と
が
判
明
す
る
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の
で
あ
る
。

右
の
推
測
に
基
づ
け
ば
、
同
闘
は
い
ず
れ
も
文

明
十
二
年
の
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
明
十

二
年
七
月
十
二
日
に
穀
倉
方
の
金
津
・
兵
庫
・
新

庄
の
よ
噸
が
甲
斐
方
に
よ
っ
て
攻
め
落
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
の
劣
勢
を
挽
回
す
る
た
め
に
朝
倉
方

か
ら
攻
撃
を
加
え
た
の
が
間
聞
の
合
戦
な
の
で
あ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
回
仰
を
文
明
十
二
年
の
こ

と
と
推
測
し
て
不
自
然
な
点
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
凶
は
文
明
十
一
年
、

回
聞
は
文
明
十
二
年
の
ζ

と
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
測
が
得
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

十
二
年
間
繰
り
上
げ
の
記
述
を
訂
正
す
る
な
ら

ば
、
州
問
問
側
が
こ
の
位
置
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
全
く
正
当
な
の
で
あ
る
。

ゲt)
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前
節
に
お
い
て
、
凶
回
仰
の
日
付
は
い
ず
れ
も

十
二
年
間
遡
ら
せ
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
が
得
ら
れ
た
。
も
し
、
こ
の
十
二
年
繰
り
上

げ
操
作
が
聞
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
仮
定

す
る
な
ら
ば
、
聞
は
文
明
十
五
年
の
事
件
と
い
う

泉

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
乙
の
推
測
は

妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

文
明
十
一
年
十
一
月
一
日
に
越
前
に
入
部
し
た

義
良
も
、
文
明
十
五
年
三
月
に
は
つ
い
に
越
前
国

回
復
の
意
図
を
放
棄
し
て
尾
張
国
へ
退
去
し
た
。

そ
し
て
、
四
月
に
な
る
と
次
の
よ
う
な
幕
府
政
策

が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

越
前
国
甲
斐
・
朝
倉
和
与
也
、
越
前
国
守
護
代

朝
倉
、
遠
江
国
守
護
代
甲
斐
、
尾
張
守
護
代
織

(
廉
)

田
、
主
人
屋
形
ハ
治
部
大
輔
義
簾
治
定
、
の
無

@
 

為
御
成
敗
也
一
式
々
、

文
明
三
年
二
月
に
直
奉
公
分
に
な
っ
て
朝
倉
氏

は
西
軍
か
ら
東
軍
へ
寝
返
り
、
守
護
代
甲
斐
氏
を

国
外
へ
放
逐
し
て
文
明
四
年
八
月
に
国
一
統
を
達

成
し
た
。
文
明
十
一
年
十
一
月
に
越
前
へ
入
部
し

た
斯
波
義
良
も
、
文
明
十
五
年
三
月
に
は
つ
い
に

尾
張
へ
退
去
し
、
甲
斐
・
朝
倉
氏
の
和
与
が
成
立

し
て
、
「
御
成
敗
」
と
し
て
朝
倉
氏
の
越
前
守
護

代
た
る
地
位
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
乙
の
幕
府

決
定
に
よ
っ
て
、
朝
倉
氏
の
奪
取
し
た
越
前
守
護

代
の
地
位
は
初
め
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
る
。

乙
れ
乙
そ
が
聞
の
語
る
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
か
ろ

浅
羽
本
『
日
下
部
系
図
』
の
朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て

う
か
。先

に
聞
の
日
付
が
文
明
十
五
年
に
訂
正
さ
れ
る

可
能
性
を
示
唆
し
て
お
い
た
が
、
右
の
推
測
は
ま

さ
に
こ
の
時
日
に
合
致
す
る
。
当
時
は
一
般
に
幕

府
決
定
の
一
カ
月
後
く
ら
い
に
御
内
書
や
御
教
書

が
発
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
文
明
十
五
年
五
月

廿
三
(
ま
た
は
廿
一
)
日
」
に
御
内
書
が
発
給
さ

れ
て
も
、
別
に
奇
異
な
と
と
で
は
な
い
。
そ
し
て

「
御
成
敗
」
に
よ
っ
て
朝
倉
氏
は
、
越
前
守
護
代

た
る
こ
と
を
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
聞
の

「
一
国
守
護
」
は
「
一
国
守
護
代
」
と
訂
正
さ
れ

る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
孝
景
は
文

明
十
三
年
七
月
二
十
六
日
に
死
去
し
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
、
聞
は
孝
景
の
事
蹟
で
は
な
く
、
そ
の

子
氏
景
の
記
事
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ

っ
て
「
孝
景
被
成
下
御
内
書
」
は
「
氏
景
被
成
下

御
内
書
」
と
記
さ
れ
て
、
氏
景
の
項
に
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
『
系
図
』
に
は

孝
景
の
死
去
時
日
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は

作
者
が
そ
の
時
日
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い

は
聞
を
記
す
た
め
に
あ
え
て
そ
の
時
日
を
書
か
な

か
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
、
「
氏
景
被
成
下
御
内
書
」
と
訂
正
す
る
に
は
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l乙蹟さと五 及
なにら訂月以ば
っ相 lζ 正廿上な
た当厳さ三のい
。す密れとと検で
るにる之討あ

三きぺんにろ
はのうき品よ

ななで H っ。

のらは)て
でばな日
あ、い: (17) 
るこか iは
これと一、「
とは考園、文、
が氏え守、明、
明景ら護、十、
らのれ代、五、
か事、」年、

同

乙
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を

乙
乙
で
ま
と
め
て
お
こ
う
。

浅
羽
本
『
系
図
』
の
孝
景
の
項
の
記
事
に
お
い

て
、
そ
の
内
容
が
極
め
て
正
確
で
あ
る
と
判
明
し

た
の
は
、
山
間
凶
問
削
問
問
問
問
団
闘
で
あ
る
。

確
認
で
き
ず
に
結
論
を
留
保
し
た
の
は
凶
附

mで

あ
る
。
日
付
が
改
変
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る

の
は
回
日
間
側
聞
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
訂
正

す
る
と
、
同
「
文
明
九
年
七
月
廿
三
日
:
:
:
」
、

日
「
文
明
十
一
年
十
一
月
朔
日
:
:
:
」
、
日
「
文

明
十
二
年
七
月
十
六
日
:
:
:
」
、
同
「
同
(
文
明

十
二
年
)
:
:
:
」
、
間
「
文
明
十
五
年
五
月
廿
三

(
ま
た
は
廿
一
)
日
:
:
:
一
国
守
護
代
」
と
い
う

と
と
に
な
る
と
思
わ
れ
、
さ
ら
に
厳
密
に
言
え

ば
、
聞
は
氏
景
の
事
蹟
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る。
右
の
よ
う
に
訂
正
さ
れ
た
記
事
の
配
列
順
序

は
、
ま
さ
し
く
時
間
的
推
移
に
従
っ
て
い
る
。
し

か
れ
ば
、
浅
羽
本
『
系
図
』
の
原
本
が
作
成
さ
れ

た
時
に
は
、
そ
の
記
事
の
日
付
は
全
て

E
確
に
付

さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
後
世
に
そ
れ
が
筆
写
さ
れ
る
際
に
M
M
l
聞
の

年
号
に
は
改
震
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
慶
長
十

九
年
に
筆
写
さ
れ
た
称
念
寺
本
『
系
図
』
に
は
、

乙
の
浅
羽
本
『
系
図
』
と
全
く
同
じ
年
号
が
付
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
改
震
が
慶
長
十
九
年
以
前

に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
改
置
の
理
由
は
、
文
明
三
年
六
月

八
日
に
朝
倉
氏
景
が
西
軍
か
ら
東
軍
に
寝
返
っ
た

と
い
う
不
忠
的
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
1
日
本
思
想
大
系
十
七
『
蓮
如
・
一
向
一
授
』
所

収。

『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
六
冊
所
収
。

『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
所
収
。

『
福
井
県
地
域
史
研
究
』
第
二
号
。

金
沢
市
立
図
書
館
所
蔵
の
写
本
。

『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
巻
所
収
。

7
『
丹
鶴
菌
室
田
』
所
収
。
米
原
正
義
氏
の
指
摘
に

よ
る
(
松
原
氏
『
越
前
朝
倉
氏
と
心
月
寺
』
に
お

け
る
同
氏
の
談
)
。

8

拙
稿
「
斯
波
氏
三
代
考
」
(
『
一
乗
谷
史
学
』

第
六
号
〉
。

9

『
北
国
圧
園
史
料
』
所
収
。

叩
『
雑
事
記
』
寛
正
五
年
六
月
二
十
四
日
条
。

日
「
朝
倉
孝
景
条
々
」
(
『
中
世
法
制
史
料
集
』

第
三
巻
所
収
)
に
関
す
る
佐
藤
進
一
氏
の
解
題
。

ま
た
、
松
原
氏
前
掲
論
文
(
注
4
〉
。
な
お
、
以

上
の
名
前
に
関
す
る
簡
単
な
検
討
は
既
に
松
原
氏

が
前
掲
書
(
注
7
)
で
行
っ
て
お
ら
れ
、
本
節
は

多
く
そ
れ
に
学
ん
で
い
る
。

ロ
浅
羽
本
『
系
図
』
は
、
孝
景
の
父
を
「
孝
景
、

家
景
ト
モ
為
且
且
ト
モ
一
式
:
:
:
法
名
宗
賢
」
と
す
る

が
、
称
念
寺
本
『
朝
倉
系
図
』
(
松
原
氏
前
掲
書

所
収
)
で
は
、
孝
景
の
父
を
「
教
景
、
後
家
景
、

後
為
景
:
:
:
固
山
宗
堅
」
と
し
、
ま
た
祖
父
を

「
教
景
:
:
:
心
月
宗
覚
」
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら

く
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
称
念
寺
本
『
系
図
』

2 3 4 5 6 
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の
方
が
正
し
い
と
恩
わ
れ
、
浅
羽
本
『
系
図
』
は

孝
景
の
父
と
祖
父
の
名
前
が
同
じ
で
あ
る
と
と
ろ

か
ら
、
両
者
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

日
『
御
自
記
』
長
禄
二
年
十
一
月
二
日
条
、
『
長

禄
二
年
記
』
(
『
続
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
上
所

収
)
長
禄
二
年
十
一
月
一
日
条
。

M

『
雑
事
記
』
長
禄
三
年
五
月
二
十
一
日
条
o

m
『
雑
事
記
』
長
禄
三
年
八
月
十
八
日
条
。

団
『
雑
事
記
』
文
明
コ
一
年
二
月
二
十
九
日
条
。

門
μ

重
松
明
久
氏
「
朝
倉
孝
景
と
越
前
守
護
職
」

(
『
若
越
郷
土
研
究
』
十
八
|
一
ニ
)
、
拙
稿
「
十

五
世
紀
の
越
前
国
守
護
代
に
つ
い
て
」
(
『
一
乗

谷
史
学
』
第
七
号
)

四
『
親
長
卿
記
』
(
『
史
料
大
成
』
第
三
九
巻
所

収
)
文
明
四
年
八
月
二
十
二
日
条
。

四
『
雑
事
記
』
文
明
五
年
八
月
十
五
日
条
o

m
『
群
書
類
従
』
第
十
三
輯
所
収
。

幻
「
士
口
証
文
」
(
『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
七

所
収
)
。

忽
河
端
文
書
(
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
所
収
)
。

お
拙
稿
「
戦
国
大
名
朝
倉
氏
研
究
メ
l
ト
」
(
『

北
陸
歴
科
研
会
報
』
第
四
号
)
で
簡
単
に
触
れ
て

お
い
た
が
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
o

M

藤
木
文
書

お
朝
倉
氏
景
の
発
給
文
書
と
し
て
は
い
さ
さ
か
早

す
ぎ
る
が
、
左
の
朝
倉
貞
景
安
堵
状
案
の
文
言
か

ら
考
え
れ
ば
、
と
れ
を
偽
作
と
考
え
る
に
は
及
ば

な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
文
書
が
書
下
年
号

で
あ
る
点
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
付
年
号
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

(
マ
マ
)

当
寺
領
事
、
目
録
封
裏
吃
、
の
而
任
去
文
明
六
三

月
廿
五
日
氏
景
一
行
之
旨
、
寺
務
不
可
有
相
違

状
、
如
件

次
品
目
元
六
月
廿
七
日
貞
景
(
花
押
影
)

品
川
引

Jμ洞
春
院

(
寺
領
目
録
写
あ
り
、
略
す
〉

お
洞
雲
寺
文
書
(
『
曹
洞
宗
古
文
書
』
下
巻
所

収
)
。

幻
『
真
盛
上
人
御
伝
記
集
』
所
収
o

m
洞
雲
寺
文
書
。

却
拙
稿
「
斯
波
氏
三
代
考
」
。

mw

『
雑
事
記
』
文
明
十
二
年
八
月
二
日
条
。

出
『
雑
事
記
』
文
明
十
五
年
四
月
三
十
日
条
。

(
付
記
)

藤
木
太
兵
衛
氏
に
所
蔵
文
書
閲
覧
の
御
便
宜
を
頂

い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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